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Ⅳ 申 請 書 類 一 覧 表 

 
 

書 類 名 留 意 事 項  記載例

申 
 
請 
 
書 

 

  
① 
 
 
 

 

酒類販売業免許申請書 必要事項を記載してください。 22 

販売業免許申請書次葉１「販売場の敷 

地の状況」 

建物の一部であっても建物の全体図にその位置を示してください。 24 

販売業免許申請書次葉２「建物等の配 

置図」 
倉庫部分や、酒類の陳列場所における表示について明示してください。 25 

販売業免許申請書次葉３「事業の概要」 店舗等の広さ、什器備品等について記載してください。 26 

販売業免許申請書次葉４「収支の見込 

み」 
事業計画、規模にあった収支見込みを作成してください。 27～29

販売業免許申請書次葉５ 「所要資金 

の額及び調達方法」 

自己資金の場合は資金捻出の根拠説明書、融資の場合は融資証明書を添

付してください。 
30 

販売業免許申請書次葉６「酒類の販売管 

理の方法」に関する取組計画書 
「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書を記載してください。 31～32

※  申請書次葉１～申請書次葉５については、この様式に限ることなく、同等のものを添付しても差し 

支えありません。 

添 

 

 

 

付 

 

 

 

書 

 

 

 

類 

 

② 一般酒類小売業免許申請書チェック表 

 

添付書類を確認しチェックしてください。 
 

 

34 
 

 

③ 
 

酒類販売業免許の免許要件誓約書 

              （注１） 

申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員及び申請販売場の支

配人について、提出してください。 

 

35～37

 

④ 
 

法人の登記事項証明書及び定款の写し 
              （注２） 

登記事項証明書は、履歴事項全部証明書に限ります。 

39 
 

 

⑤ 
住民票の写し        （注２） 住民票写しは、本籍の記載のあるものに限ります。 

⑥ 申請者の履歴書       （注２） 
法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載してくださ

い。 

40 

 

⑦ 
 

契約書等の写し 

土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物

が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に

係る証明書等の写しを提出してください。 

⑧ 土地及び建物の登記事項証明書     

登記事項証明書は、全部事項証明書に限ります。 

申請販売場の建物が複数の土地（地番）にかかる場合には、そのす

べての地番に係る土地の登記事項証明書が必要になります。 

41 

⑨ 

最終事業年度以前３事業年度の財務諸表 

（注３） 
申請者が個人の場合には、収支計算書等を添付してください。 

42 

⑩ 

都道府県及び市区町村が発行する納税証 

明書            （注４） 

(1)都道府県及び(2)市区町村が発行する納税証明書で、申請者につ

き各種地方税について、 

(ｲ)未納の税額がない旨 

(ﾛ)２年以内に滞納処分を受けたことがない旨 

の両方の証明がされたものを添付してください。 

法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含めてくださ

い。 

（注１）  申請者の法定代理人分又は法人の役員分等については、代表者が代表して誓約することができます。 

（注２） ④、⑤及び⑥の添付書類については、申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売

場を有している場合には添付を省略することができます。 

（注３）  申請者の所得税又は法人税の納税地と申請販売場の所在地が同一税務署管内である場合において、過去３年分の 

所得税及び法人税の確定申告書（添付書類を含む。）をその税務署に提出しているときは、添付を省略することが  

できます。 

（注４） 法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地の属する都道府県及び市区町村が発行する納税証明書を添付して

ください。 
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※ これは、記載例ですので、申請書及び添付書類を作成する際

には、ご自分の事業計画等に基づいて作成してください。 

 

 

 

 

Ⅴ 申請書及び添付書類の記載例 
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酒 類 販 売 業 免 許 申 請 書 

 
 

収 受 印 整理番号  ※ 

 

 
 
 平成○○年○○月○○日 

 

 
 
 
 

 麹 町 税務署長 殿 
 

 

申 

 

 

請 
 
 
 

者 

 

（住所）〒１００－○○○○ 

 

東京都千代田区霞が関○丁目○番○号 

 

 （電話） 

03-○○○○ 局 

○○○○ 番 
 

 

（氏名又は名称及び代表者氏名）              

（ふりがな） 

○
ま る

○
ま る

商 事
し ょ う じ

株 式 会 社 

代表取締役 ○
ま る

○
ま る

 太郎
た ろ う

 ㊞ 

酒類の販売業免許を受けたいので、酒税法第９条第１項の規定により関係書類を添付して

下記のとおり申請します。 

記 
 

 

 

販 売 場 の 
 
 

所 在 地 
 
 

及 び 名 称 

 

（地 番）  

東京都千代田区大手町○丁目○番○、△番△ 
（詳細は別添図面のとおり） 

（住居表示） 〒１００－○○○○ 

  東京都千代田区大手町○丁目○番○号 
 

 

（ふりがな） 

（名 称） ○
まる

○
まる

マート
ま ー と

 大手
お お て

町店
まちてん

 

（電 話） 03-○○○○-○○○○ 

 

業  態 

 □一般酒販店  ☑コンビニエンスストア  □スーパーマーケット 

 □百貨店  □量販店  □業務用卸主体店  □ホームセンター 

 □ドラッグストア  □その他（               ） 

酒類販売管理者

の選任(予定)  
 

 

（ふりがな） 

（氏名）  ○
ま る

○
ま る

 次 郎
じ ろ う

 

 

申請する販売業 

免許等の種類  
 

 

  一般酒類小売業免許 
 

販 売 し よ う と

する酒類の品目

の 範 囲 及 び

販 売 方 法 

 

  全酒類 

 

  通信販売を除く小売に限る。 
 

 

臨 時 販 売 場 の 

開 設 区 分 
 

 

 
 

 

臨時販売場の

開 設 期 間
 

 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 
 

申 請 の 理 由 

 今まで、近隣の消費者を対象として食料品等の販売を行ってきました

が、この度、事業の一画に酒類の販売を加え、業績の更なる発展を図る

こととしました。 

 

既に有している 

主 た る 酒 類 

販 売 場 の 明 細  
 

 

 所在地 
 

 

東京都千代田区霞が関○丁目○番○号 
 

 

名 称  ○○マート 霞が関店 所轄税務署名   麹 町 税務署

 

受理番号 

 

 ※ 
 

 

審査順位 

 

 ※ 
 
 

 

局署番号 

 

 ※ 
 

 

申請書入力 

 ※ 

 (   月 日) 
※ 
 

 

 

 

 ※ 
 
 

※ 
 

 

 

 

 ※ 
 

（注）23頁の「一般酒類小売業免許申請書の書き方」を参考の上、記載してください。 

① 

役職、申請者との関係、生年月日等 

○○マート 大手町店店長 昭和45年1月11日生

郵便番号の記載を

お願いします。 

法人の場合､代表者印

を押印します。 

ふりがなを忘れずに 

ふりがなを忘れずに 

いずれかの□にチェックを

忘れずに 

申請販売場の建物が複数の土地（地番）にかか

る場合、申請販売場の建物の登記事項証明書を

確認し、すべての土地の地番を記載します。 

ふりがなを忘れずに 

酒類の販売業を始めようとする理由を

具体的に記載してください。 

酒 税 
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一般酒類小売業免許申請書の書き方 

 

 

１ 「申請者」欄の「氏名又は名称及び代表者氏名」、「販売場の所在地及び名称」欄の「名称」及び

「酒類販売管理者の選任（予定）」欄の「氏名」には、必ずふりがなを記載してください。 

２ 「販売場の所在地及び名称」欄には、次により具体的に記載するとともに、その位置を明瞭に記載した図面と

して申請書次葉１「販売場の敷地の状況」を作成してください。 

（1）「地番」欄には、不動産登記法（平成16年法律第123号）の規定による地番（土地の登記事項証明

書の地番）を記載してください。 

   なお、申請販売場の建物が複数の土地（地番）にかかる場合には、すべての地番を記載します。 

（2）「住居表示」欄には、住居表示に関する法律（昭和37年法律第 119号）により市町村が定めた住居

表示を記載してください。 

（3）「名称」欄には、例えば、「○○酒店」、「本社」、「本店」、「○○支店」、「○○営業所」等

と記載してください。 

３ 「業態」欄には、次の区分により□にチェックをしてください。 

(業態の区分) 

①一般酒販店（酒屋、酒類専門店等）、 ②コンビニエンスストア、 ③スーパーマーケット、 

④百貨店、 ⑤量販店（①～④以外の量販店：ディスカウントストア等）、 

⑥業務用卸主体店、 ⑦ホームセンター、 ⑧ドラッグストア、 

⑨その他・・・①から⑧までに該当しない業態の店舗で、具体的に記載してください。 

   （例：ｷﾞﾌﾄｼｮｯﾌﾟ、ﾋﾟｻﾞ宅配店、弁当・惣菜店、米穀店、果物店、生花店、菓子店など） 

４ 「酒類販売管理者の選任（予定）」欄には、酒類販売管理者として選任を予定している方の氏名及

び役職等を記載してください。        

５ 「申請する販売業免許等の種類」欄には、「一般酒類小売業免許」と記載してください。 

６ 「販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法」欄には、「全酒類、通信販売を除く小売に限る。」

と記載してください。   

７ 「臨時販売場の開設区分」欄及び「臨時販売場の開設期間」欄は斜線で消してください。 

８ 「既に有している主たる酒類販売場の明細」欄には、既に免許を受けている酒類販売場のうち主た

る酒類販売場の所在地、名称及びその所在地を所轄する税務署名を記載してください。 

９  関係書類は、20頁「Ⅳ 申請書類一覧表」の必要書類を添付し、54頁「一般酒類小売業免許申請書チェック

表」により添付漏れがないか確認してください。 

なお、この冊子の添付書類の記載例は一例ですから、実際に必要な添付書類及びその作成方法等については、

必要に応じて所轄税務署を担当する酒類指導官に確認してください。 

10 ※欄は、「税務署処理」欄ですから記載しないでください。 

  

 

 

 
 

 

 

 

e-Taxを利用して申請する場合で、インターネット登記情報提供サービスを利用して登記事項証明書

を添付しようとする場合は、「販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法」欄に､同サービスか

ら発行された「照会番号」、「照会番号の発行年月日（西暦）」を入力してください。 
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販売業免許申請書 次葉１  

販売場の敷地の状況 

 

     

    （所在地） 東京都千代田区大手町○丁目○番○、△番△  

                     

                       

                         

 

道 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

路 

                 
 

N
     

    

○×商事 

           

               

               

               

                         

                     

                           

    

駐 

車 

場 

        

倉 庫 

    

      

店 舗 

     

           

           

           

       

事務所 

    

           

           

           

           

                

                           

                     

                         

    

△△ビル 

     

         

         

         

         

                         

                         

                       

                       
 

（注）申請販売場が建物の一部である場合は､建物の全体図（申請販売場のある階の部分）に､そ

の位置を明示してください。  

申請販売場  

酒 税
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販売業免許申請書 次葉２  

建物等の配置図（建物の構造を示す図面）  

（注）申請販売場と一体として機能する倉庫等についても明示してください。  

酒類の陳列場所における表示を明示してください。  

酒 税 
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販売業免許申請書 次葉３  

事業の概要（販売設備状況書） 
 

区       分  数量等  

(1) 敷 地 （自己所有・借地）  ２ ０ ５㎡  

(2)  建 物 （自己所有・借用）  
       （平成 年 月 日完成予定）  １ ６ ８㎡  

  イ 店 舗  １ ４ ０㎡  

  ロ 事務所  １ ０㎡  

  ハ 倉 庫  １ ８㎡  

  ニ 駐車場  ２ ０㎡  

  ホ   

  ヘ   

(3) 車両運搬具 （自己所有・借用）   

  イ 軽トラック  １台  

  ロ   

  ハ   

  ニ   

(4) 什器備品 （自己所有・借用）   

  イ レジスター  ２台  

  ロ 商 品 棚  ２ ０ 台  

  ハ 冷 凍 ・ 冷 蔵 設 備  ４ 基  

  ニ 事 務 机 ・ 椅 子  １ 組  

  ホ 商品包装台  ２ 台  

  ヘ エ ア コ ン  ２ 基  

  ト   

  チ   

  リ   

  ヌ   

(5)  従業員         常  用  ４人  

              ア ルバイト  ２ ８人  

 
  （注）賃貸借がある場合には契約書等の写し、建築中の場合は請負契約書等の写し、  

    農地の場合は農地転用許可にかかる証明書等の写しを添えてください。  

 

酒 税 
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販売業免許申請書 次葉４  

収支の見込み（兼事業の概要付表） 

１  酒類の予定仕入先  （取引先名）  

○○酒類販売㈱  
（所在地）  

 東京都中央区中央○丁目○番○  

東京支社   

  

２  酒類の予定販売先  （取引先名）  （所在地）  

 千代田区大手町○丁目～○丁目の８００世帯のうち、  

５６０世帯（70％）の申請販売場（店舗）利用者  

３  収支見積  

 

 

 

 

 

収  

 

 

入  

 

 

の  

 

 

部  

(1)酒類の売上数量及び金額  

 区 分  容器の容量 本数  単価  売上数量  売上金額  

 
清  酒  

ｍℓ

   1,800
本

1,500
円

1,500
ℓ  

2,700 
円

2,250,000

合成清酒  1,800 1,000 1,200 1,800 1,200,000

連続式蒸留しょうちゅう 2,700 1,000 1,900 2,700 1,900,000

単式蒸留しょうちゅう  1,800 2,000 2,000 3,600 4,000,000

みりん  1,800 500 1,000 900 500,000

ビール  350 90,000 220 31,500 19,800,000

果実酒  720 1,000 2,100 720 2,100,000

甘味果実酒  720 500 1,000 360 500,000

ウイスキー  750 2,000 2,200 1,500 4,400,000

ブランデー  750 500 2,200 375 1,100,000

発泡酒  350 10,000 150 3,500 1,500,000

その他の醸造酒 900 10,000 1,000 9,000 10,000,000

スピリッツ  350 55,000 140 19,250 7,700,000

リキュール  350 35,000 130 12,250 4,550,000

粉末酒  ― ― ― ―  ―

雑酒  ― ― ― ―  ―

合      計  90,155 61,500,000

(2)その他の商品の売上金額 233,500,000

(3)その他の収入 （不動産貸付業） 6,000,000

Ａ 収入金額合計  (1)＋(2)＋(3) 301,000,000

 

取引を予定している酒類卸売業者又は

酒類製造者を記載してください。  

酒 税 
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支  

 

 

 

 

出  

 

 

 

の  

 

 

 

 

部  

(1)期首棚卸商品 円

7,200,000

(2)酒類の仕入数量及び金額  

 区 分  容器の容量 本数  単価  仕入数量  仕入金額  

 

清  酒  

ｍℓ

   1,800

本

1,600

円

1,200

ℓ  

2,880 

円

1,920,000

合成清酒  1,800 1,100 900 1,980 990,000

連続式蒸留しょうちゅう 2,700 1,100 1,500 2,970 1,650,000

単式蒸留しょうちゅう  1,800 2,500 1,500 4,500 3,750,000

みりん  1,800 600 800 1,080 480,000

ビール  350 91,000 170 31,850 15,470,000

果 実 酒  720 1,100 1,600 792 1,760,000

甘味果実酒  720 600 800 432 480,000

ウイスキー  750 2,100 1,700 1,575 3,570,000

ブランデー  750 600 1,700 450 1,020,000

発泡酒  350 11,000 120 3,850 1,320,000

その他の醸造酒 900 11,000 800 9,900 8,800,000

スピリッツ  350 56,500 110 19,775 6,215,000

リキュール  350 36,000 100 12,600 3,600,000

粉末酒  ― ― ― ―  ―

雑酒  ― ― ― ―  ―

合      計  94,634 51,025,000

(3)その他の商品の仕入金額 204,000,000

仕入金額合計  (2)＋(3) 255,025,000

期末棚卸商品  7,500,000

Ｂ 売上原価合計  (1)＋仕入金額合計－期末棚卸商品  254,725,000

Ｃ 売上総利益  （Ａ－Ｂ）  46,275,000

Ｄ 販売費及び一般管理費  34,100,000

(内訳 ) 科目  金額（円）  科目  金額（円）  

人件費  25,000,000 水道光熱費  300,000

減価償却費  3,200,000 運搬費  400,000

賃借料  2,400,000 通信費  200,000

消耗品費  300,000 公租公課  1,200,000

広告宣伝費  400,000 その他雑費  700,000

Ｅ 営業利益   （Ｃ－Ｄ）  12,175,000
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Ｆ その他の収益  3,600,000

Ｇ その他の費用  2,000,000

Ｈ 総利益金額  （Ｅ＋Ｆ－Ｇ）  13,775,000

４  販売見込数量の算出根拠  

平 成 ○ 年 度 の 東 京 都 の 酒 類 消 費 量 （ 国 税 庁 統 計 年 報 書 （ 平 成 ○ 年 度  

版 ） 及 び 平 成 ○ 年 ３ 月 31 日 の 東 京 都 の 世 帯 数 （ ○ ○ ○ ○ 千 世 帯 ））  

 か ら 算 出 し ま し た 。な お 、１ 世 帯 当 た り 販 売 量（ 購 入 量 ）に つ い て は 、

 予 定 販 売 先 に 料 飲 食 店 等 が ほ と ん ど な く 、 一 般 家 庭 を 予 定 し て い ま す

 の で 、 東 京 都 平 均 消 費 量 の 50％ 程 度 で 推 計 し 、 算 出 し ま し た 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  その他参考事項（定休日、営業時間など）  

 

    営 業 時 間 ： ２ ４ 時 間 （ 年 中 無 休 ）  
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販売業免許申請書 次葉５  

所要資金の額及び調達方法  

１  

 

 

所要資金の算出根拠  

(1) 仕入（見込み）  

① 酒類の年間仕入額  51,025 千円

② 酒類の月間仕入額（①×１／12）  4,252 千円

③ 在庫      （②×１／２）  2,126 千円

④ 最初の月の所要資金（②＋③）  6,378 千円

※ 酒類の商品回転率を月間１回転としました。最初の月の所要資金と  
 して、月間仕入金額に在庫分として１／２月分を加算しました。  

(2) 

 

設備  

酒類の販売のため、新たに冷蔵設備を設置します。  
・ 冷蔵設備（工事費込）  3,000 千円

  千円

  千円

(3) 予備費  

酒類販売の所要資金として、10,000 千円を充当しますが、そのうち最

初の所要資金として、9,378 千円を必要とし、およそ 600 千円を酒類販

売に係る予備費とします。  

 

２  所有資金  

(1) 当座預金  10,000 千円

(2) 普通預金   2,000 千円

(3) 定期預金   5,000 千円

(4)   千円

※ 酒類販売に要する資金として、当座預金から 10,000 千円を充当します。

 

３  以上のとおり、自己資金で十分と考えますが、更なる資金が必要となった場

合には、別添「融資証明書」記載のとおり融資が受けられます。  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記は一例であり、事業計画にあわせ作成してください。 

（例）所要資金の調達方法についての書類 

１  自己資金の場合 

「資金繰表」、「資金捻出の根拠説明書」、「残高証明書」又

は「預金通帳等の写し（預金者名及び残高が分かるもの）」 

２  融資による場合 

   (1)  金融機関からの融資 

     「借入をする金融機関の融資証明書」 

   (2)  金融機関以外からの融資 

「融資者の原資内容を証明する書類」 

酒 税 
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販売業免許申請書 次葉６ 

「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 
（選任予定の酒類販売管理者の氏名

及び年齢） 
 ○ ○ 次 郎（４０ 歳） 

（酒類小売販売場の所在地及び名称） 
千代田区大手町○丁目○番○、△番△ 
○○マート 大手町店 

（酒類販売管理研修の受講予定等） 

実 施 団 体： ○○小売酒販組合 

受講予定月： 平成 ○○ 年 ○月 

（店舗全体の面積） 
        １４０ ㎡ 

（営業時間） 
  時  分～  時  分 ・ 24 時間 
     

（定休日：          ） 

（酒類売場の面積） 
         ２０ ㎡ 

（酒類販売管理者に代わる責任者（予定者）の人数及び氏名等）    総数： ２   名 

氏  名  ( 年 齢 ) 指名の基準 氏  名  ( 年 齢 ) 指名の基準 氏  名 ( 年 齢 ) 指名の基準

○○三郎 (３１歳) （１） ○○花子 (２９歳) （２） (   歳) 

(   歳)  (   歳) (   歳) 

(   歳)  (   歳) (   歳) 

（注）「指名の基準」欄には、次の《責任者の指名の基準》のいずれかに該当する番号を記載してください。 

《責任者の指名の基準》 

以下⑴～⑺に掲げるいずれかに該当する場合には、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者の中から酒

類販売管理者に代わる者を責任者として必要な人数を指名し、配置させる必要があります。 

⑴ 夜間（午後 11 時から翌日午前５時）において、酒類の販売を行う場合（成年者の指名をお願いします。） 

⑵ 酒類販売管理者が常態として、その選任された販売場に長時間（２～３時間以上）不在となることがある場合

⑶ 酒類売場の面積が著しく大きい場合（100 平方メートルを超えるごとに、１名以上の責任者を指名） 

⑷ 同一建物内において酒類売場を設置している階が複数ある場合（酒類販売管理者のいない各階ごとに、１名以

上の責任者を指名） 

⑸ 同一の階にある複数の酒類売場が著しく離れている場合（20 メートル以上離れている場合） 

⑹ 複数の酒類売場が著しく離れていない場合であっても、同一の階において酒類売場の点在が著しい場合（３箇

所以上ある場合） 

⑺ その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合 

（申請する免許の条件） 

１：卸売業 ２：小売業（卸小売兼業を含む） ３：期限付小売業（免許期間の開始希望日：平成  年  月  日）

（小売販売場の業態等の区分） 
１：一般酒販店（酒屋、酒類専門店等） ２：コンビニエンスストア  ３：スーパーマーケット  ４：百貨店 
５：量販店(ディスカウントストア等)   ６：業務用卸主体店  ７：ホームセンター  ８：ドラッグストア 
９：その他（                      ） 

※「９：その他」については、具体的に記載してください。 

酒類の販売業免許の申請書の記載事項である「酒類の販売管理の方法」については、本様式に記載する方法による

ものとします。 

項     目 
区 分 

※ 税務署整理欄 
（実態確認状況） 

 

１ 販売場の見やすい場所に酒類販売管理者の氏名を掲示する。 
 

は い・いいえ 
□ 有 

□ 無 

２ 販売場の見やすい場所に酒類販売管理研修の受講事績を掲示する。
 

は い・いいえ 

□ 有 
□ 無 

未
成
年
者
の
飲
酒
防
止
関
係 

１ 未成年と思われる者に対して、身分証明証等により年齢確認を行う。
 

は い・いいえ 
□ 適 

□ 不適 

２ 未成年者の飲酒防止に関するポスターを掲示する。 は い・いいえ 
□ 有 
□ 無 

３ 「その他の取組」の概要 

 
  店舗近隣で未成年者飲酒防止街頭キャンペーンがある場合には、積極的にこれに参加する。
   

酒
類
販
売
管
理
者
関
係 

※上記以外の取組をしている場合にその内容を具体的に記載してください。（例）「レジに啓発のための
グッズ等を置く」、「レジ袋に未成年者の飲酒防止啓発のための表示をする」等 

氏名の掲示は酒類販売管理者本人の同意が必要であり、受講者の氏名は秘匿す

ることができます。 

申請書に記載したものと同じ業態等

の区分に○印を付してください。  

酒 税 
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未
成
年
者
の
飲
酒
防
止
に
関
す
る
表
示
基
準
の
実
施
予
定 

１ 酒類の陳列場所を設けて販売する。 は い・いいえ 
 

 

 

(1) 消費者が酒類に触れられない状態に置き、手渡しで販売する。 は い・いいえ  

(2) 酒類と他の商品との売場を壁や間仕切り等で分離又は区分す

る。 

は い・いいえ □ 適（□ 分離・□ 区分）

□ 不適 
(3) 酒類の陳列場所に、表示基準に則って「酒類の売場である」又

は「酒類の陳列場所である」旨の表示を行う。 
は い・いいえ 

□ 適 
□ 不適 

(4) 酒類の陳列場所に、表示基準に則って「20 歳以上の年齢である

ことを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示を行う。
は い・いいえ 

□ 適 
□ 不適 

２ 酒類の通信販売（インターネットを含む）を行う。 
(注)１ この表示基準でいう「通信販売」とは、「通信販売酒類小売業免許」

を付与されて行うものに限らず、一般酒類小売業者が免許条件の範囲内
で行う通信販売を含み、商品の内容・価格などをカタログ、新聞折込チ
ラシなどで提示し、郵便、電話、ファックスなどの方法で注文を受けて
行う販売をいいます。 

２ 「いいえ」に「○」を付した方は、次の(1)及び(2)の記載は不要です。

 

 

は い・いいえ  

 
(1) 酒類の通信販売（インターネットを含む）における広告、カタ

ログ、申込書、納品書等に、表示基準に則って「未成年者に対し

ては酒類を販売しない」旨の表示を行う。 
は い・いいえ □ 適 

□ 不適 

 
 酒類の購入申込書等に年齢記載欄を設ける。 は い・いいえ 

□ 適 
□ 不適 

(2) 酒類の配達を行う旨のチラシに「未成年者に対しては酒類を販

売しない」旨の表示を行う。 
は い・いいえ 

□ 適 
□ 不適 

３ 酒類の自動販売機を設置しない。 は い・いいえ □ 有 
□ 無 

 

 

 

《酒類の自動販売機に対する表示基準の実施予定》 

順      号     
※ 税務署整理欄 
（実態確認状況）

自動販売機の設置予定年月 平 年  月 平 年  月 平 年  月 平 年  月  

自 動 販 売 機 の 種 類 改良型・改良型以外 改良型・改良型以外 改良型・改良型以外 改良型・改良型以外  

自動販売機の設置位置 店内 ・ 店外 店内 ・ 店外 店内 ・ 店外 店内 ・ 店外  

す
る
表
示
基
準
の
実
施
予
定 

未
成
年
者
の
飲
酒
防
止
に
関 

未成年者の飲酒は

禁止されている旨

有 ・ 無 
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

□ 適 

□ 不適 

免 許 者 の 氏 名

又 は 名 称
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

□ 適 

□ 不適 

酒 類 販 売 管 理 者

の 氏 名
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

□ 適 

□ 不適 

連 絡 先 の 所 在 地

及 び 電 話 番 号
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

□ 適 

□ 不適 

販 売 停 止 時 間 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 
□ 適 

□ 不適 

販 売 停 止 等 の た め の

タ イ マ ー の 設 置 の 有 無
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

□ 適 

□ 不適 

セレクトボタン部分への

酒類である旨の表示の有無
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

□ 適 

□ 不適 

 

 

  

※ 以下は、酒類の自動販売機を設置する予定がない場合には記載する必要はありません。 

「改良型」とは、運転免許証や

ＩＤカードによる年齢確認を

行うことにより、未成年者への

販売を防止するタイプの自動

販売機です。 
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販売業免許申請書 次葉６（「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書）の書き方 

 

１ 該当する「番号」、「はい」・「いいえ」、「有」・「無」等に○印を付してください。 

２ 「※ 税務署整理欄」には、何も記載しないでください。 

３ 「酒類販売管理研修の受講予定等」欄には、酒類販売管理研修の受講予定月及び受講予定の酒

類販売管理研修の実施団体を記載してください。 

４ 「小売販売場の業態等の区分」欄は、酒類販売業免許申請書に記載したものと同じ業態区分の

番号に○を付してください。 

５ 「酒類の通信販売（インターネットを含む）を行う」欄の（注）１の「通信販売酒類小売業免

許」とは、「２都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その

他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段によ

り売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売を行うことができる販売業

免許です。 

６ 「自動販売機の種類」欄は、設置予定の自動販売機が改良型自動販売機である場合には「改良

型」を、改良型以外の自動販売機である場合は「改良型以外」を○で囲んでください。 

【注】 改良型自動販売機とは、対面販売（又は対面交付）した磁気カードによってのみ稼動可能となる等の改

良がなされ、未成年者による酒類の購入を防止することが可能と認められる自動販売機をいいます。 

７ 「自動販売機の設置位置」欄は、設置予定の酒類の自動販売機が、店舗の屋内に設置され店内

に入らなければ購入することができない状態となっている場合には「店内」を、それ以外の場合

には「店外」を○で囲んでください（例：店舗の敷地内であっても屋外に設置されている場合に

は「店外」となります）。 
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一 般 酒 類 小 売 業 免 許 申 請 書 チ ェ ッ ク 表 
 

 ※  一般酒類小売業免許申請書の提出時に太線の枠内を記載して、添付してください。   

この申請についての連
絡先住所、電話番号及
び担当者氏名  

東京都千代田区霞が関○丁目○番○号   ○○商事㈱総務部 

 （担当者名 ○山△男     ）  ℡ 03（0000）0000 

 《①酒類販売業免許申請書及び申請書次葉１～６》  

記載事項  確認事項  確認  

税務署
整理欄  

 

販 売 場 の 所 在 地

及 び 名 称  
 

 

・不動産登記法によるすべての地番、住居表示による
所在地及び名称等が記載されているか 

・ふりがなの記載漏れはないか 

 

○ 

 

 

 

申 請 す る 販 売 業

免  許  等  の  種  類 
 

 

 「一般酒類小売業免許」と記載されているか 
 

 

○ 

 

販売しようとする酒類の

品目の範囲及び販売方法 

「全酒類、通信販売を除く小売に限る。」と記載されているか ○ 

 

 

 

販売業免許申請書次葉１
（ 販 売 場 の 敷 地 の 状 況 ）

 建物の全体図に、申請販売場の位置が明示されているか ○ 

 

販売業免許申請書次葉２
（建物等の配置図） 

・申請販売場と一体として機能する倉庫等は明示されているか 

・酒類の陳列場所における表示は明示されているか ○ 

 

販売業免許申請書次葉３
（事業の概要） 

 店舗等の広さ、什器備品等について記載もれはないか ○ 

 

販売業免許申請書次葉４
（収支の見込み） 

申請販売場の店舗に照らし合わせた合理的な収支見積もりが

組まれているか ○ 

 

販売業免許申請書次葉５
（所要資金の額及び調達方法）

自己資金による場合は資金繰表、資金捻出の根拠説明書
又は残高証明書等、融資による場合は金融機関の証明書又
は融資者の原資内容を証明する書類を添付しているか 

○ 

 

販売業免許申請書次葉６
（「酒類の販売管理の方法」

に関する取組計画書） 

   選任予定の酒類販売管理者の氏名及び年齢等が記載されてい
るか 

 

○ 
 

 

 《添付書類》  

添付書類 確認事項 確認  

税務署

整理欄

②一般酒類小売業免許申請

書チェック表 

申請書の記載事項及び添付書類の確認欄に○印を付

しているか ○ 

 

③酒類販売業免許の免許要

件誓約書 

・誓約事項に漏れはないか 

・誓約すべき者に漏れはないか（申請者、申請法人の

監査役を含めた役員全員、申請者の法定代理人及び申請

販売場の支配人） 

○ 
 

 

④法人の登記事項証明書及び 

定款の写し 
履歴事項全部証明書を添付しているか ○ 

 

⑤住民票の写し 本籍の記載があるか  

 

⑥申請者の履歴書 

・提出すべき者の漏れはないか 

・申請者が法人の場合には、法人の監査役など、役員全員分

が添付されているか 
○ 

 

⑦契約書等の写し（申請書次

葉３付属書類） 

土地、建物、施設又は設備等が賃貸借の場合は賃貸借契
約書(写)、建物が未建築の場合は請負契約書(写)、農地の
場合は農地転用許可関係書類(写)を添付しているか 

○ 

 

⑧土地及び建物の登記事項証明

書 

・全部事項証明書を添付しているか 

・申請販売場の建物が複数の土地にかかる場合には、そのすべて
の地番に係る土地の登記事項証明書を添付しているか 

○ 

 

⑨最終事業年度以前３事業

年度の財務諸表 
最終事業年度以前３事業年度分があるか 
(個人の場合には、収支計算書等) ○ 

 

⑩都道府県及び市区町村が発

行する納税証明書 

・都道府県及び市区町村が発行する納税証明書（未納税額
がない旨及び２年以内に滞納処分を受けたことがない旨の
証明）をそれぞれ添付しているか 
・法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含め
ているか 

○ 

 

（注）「確認」欄には、作成した添付書類について、それぞれの確認事項及び添付を確認し、○印（提出しなくて

も良いもの又は該当がないものについては、確認欄に斜線を引いてください。）を記載してください。 

② 

添付書類は、省略することができる場合があり

ますので、20頁の下部（注２）及び（注３）を

ご確認ください。 

酒 税 
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③     酒類販売業免許の免許要件誓約書 

 

    麹 町  税務署長 殿 
 
 

 

 申請（申出・申告）

販売場の所在地及び

名称 
 

 

 東京都千代田区大手町○丁目○番○、△番△ 

 ○○マート  大手町店 
 

 
  申請（申出・申告）者が個人の場合 
 

 

私（及び法定代理人）の免許の要件について、別紙１及び２のとおり誓約します。 
なお、この誓約内容に偽りがあった場合、酒税法の規定により、その事実が①審査段階で判明したと

きは拒否処分、②免許取得後に判明したときは免許の取消処分を受けることがあることを承知していま
す。 
 

平成   年   月   日 

      （申請（申出・申告）者の住所） 

      （氏 名）                       印 
 

 

  下記法定代理人は、誓約内容を確認しているので、各法定代理人それぞれの誓約に代え、代表して誓

約します。 

  （法定代理人氏名） 
 
 
 
                   平成  年  月  日 

       (法 定 代 理 人 住 所) 

        (法 定 代 理 人 氏 名)                       印 

       (申請（申出・申告）者との関係) 
 

 
  申請（申出）者が法人の場合 
 

 

当社及び役員等の免許の要件について、別紙１及び２のとおり誓約します。 
なお、この誓約内容に偽りがあった場合、酒税法の規定により、その事実が①審査段階で判明したと

きは拒否処分､②免許取得後に判明したときは免許の取消処分を受けることがあることを承知していま
す。 
 

                    平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

       （申請（申出）者の所在地） 東京都千代田区霞ヶ関○丁目○番○号  

       （名 称及び代 表者氏名） ○○商事株式会社 代表取締役 ○○太郎 印 
 

 

下記役員等は、誓約内容を確認しているので、各役員等それぞれの誓約に代え、代表して誓約しま

す。 

  （役職及び氏名） 

   代表取締役  ○ ○ 太 郎 

   取締役    ○ ○ 花 子 

   取締役    ○ ○ 三 郎 

   監査役    ○ ○ 四 郎 

   支配人    ○ ○ 五 郎 
 
 

                     平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

        (名 称）  ○○商事株式会社 

        (代 表 者 氏 名)  代表取締役  ○ ○ 太 郎     印 
 

申請者に法定代理人（酒類の販売業に関し代理権

を有する方に限る。）がいる場合は、その代表の

法定代理人が記載してください。 

代表取締役の印 

申請法人の監査役を含むすべての役

員及び支配人の役職・氏名を記載し

てください。 

代表取締役の方が、代表

して誓約してください。 
代表取締役 

の個人印 

支配人は、支配人登記を

した者に限ります。 

（別紙１）及び（別紙２）を

添付してください 

酒 税 
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                                           （別紙１） 

誓    約    項    目 

申請者等の誓約内容 順

号 

申 請 

（申出）者 
役員等 法定代理人 

 

 １ 酒税法10条１号から８号関係（人的要件） 
 

 

 

 
   －

 

 

 

 

 １号関係： 申請（申出・申告）者が酒税法(12条1､2､5号、13条、14条1､
2号)の規定により免許を取り消されたことがない又はアルコ
ール事業法の規定により許可を取り消されたことがない。 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 はい・いいえ 
 
 

 はい・いいえ
 
 

 ○1
 
 

 

 ２号関係： 申請（申出・申告）者が1号に該当する法人の業務執行役員

をしていた者でその取消の日から３年を経過するまでの間の

申請（申出・申告）でない。 
○ 酒類の製造者又は販売業者である法人が、酒税法（12条1､2､5号、

13条、14条1､2号）の規定により免許を取り消された法人 
○ アルコール事業法の許可を受けた法人で、同法の規定により許可を

取り消された法人 
 

 はい・いいえ 
 
 (個人のみ) 
 
 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 
 
 
 

 はい・いいえ
 
 
 
 
 
 

 ○2
 
 
 
 
 
 

 

 ３号関係：  申請（申出・申告）者が未成年者又は成年被後見人、被保
佐人若しくは被補助人のときに、その法定代理人が1､2､7､7の
2､8号に該当しない。 

 

 はい・いいえ 
 (個人のみ) 
 

 

 
   ○3

 

 

 ４号関係： 申請（申出）者又は法定代理人が法人の場合にその役員が
1、2、7、7の2、8号に該当しない。 

 

 はい・いいえ 
 (法人のみ) 
 

 

 
 
 

はい・いいえ 
(法人のみ)

 

 ○4
 
 

 

 ５号関係： 支配人が1、2、7、7の2、8号に該当する者でない。 
 

 はい・いいえ 
 

 

 
   ○5

 

 

 ６号関係： 申請（申出・申告）者が免許の申請前２年内において国税
又は地方税の滞納処分を受けていない。 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 
 

 
 

 ○6
 
 

 

 ７号関係 
 

  国税等に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ又
は通告処分を受けたことがない。 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 はい・いいえ
 
 

 ○7
 
 
 
 
 
 
 

 

 ［上記で「いいえ」に○を付した場合］ 

  申請（申出・申告）時において、それぞれ、その刑の執行を終わ

り、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履

行した日から３年を経過している。 

 はい・いいえ 
 
 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 
 

 はい・いいえ
 
 
 
 

 

 ７号の２ 

 関係 
 
 
 
 
 
 
 

 

  未成年者飲酒禁止法若しくは暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律等の規定により、又は刑法等に定め
る一定の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられたこ
とがない。 

 

 はい・いいえ 
 
 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 
 

 はい・いいえ
 
 
 
 

 ○8
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ［上記で「いいえ」に○を付した場合］ 

  申請（申出・申告）時において、その執行を終わった日又は執行を

受けることがなくなった日から３年を経過している。 
 

 はい・いいえ 
 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 

 はい・いいえ
 
 
 

 

 ８号関係 
 
 
 
 
 
 

 

  禁錮以上の刑に処せられたことがない。 
 
 

 はい・いいえ 
 (個人のみ) 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 はい・いいえ
 
 

 ○9
 
 
 
 
 
 

 

 ［上記で「いいえ」に○を付した場合］ 

  申請（申出・申告）時において、その執行を終わった日又は執行を

受けることがなくなった日から３年を経過している。 
 

 はい・いいえ 
 (個人のみ) 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 

 はい・いいえ
 
 
 

 

 【理由等】 
 

 
 

 

 ２ 酒税法10条９号関係（場所的要件） 

    申請販売場が取締上不適当と認められる場所でない。 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 －
 
 

 

 

 

 (1) 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、料理店等と同
一場所でない。 

 

 はい・いいえ 
 

 

  

○10
 

 

(2) 申請販売場の申請者の営業が販売場の区画割り、専属の販売従事
者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体
の営業と明確に区分されている。 

 はい・いいえ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

○11
 

 

 【理由等】 
 
 

 
 

「はい」又は「いいえ」

のいずれかに○を付して

ください。 

申告内容の「いいえ」に○を付した場合には、順号（丸数字）と

その内容及び理由を簡記してください。（以下同じ） 
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                                           （別紙２） 

誓    約    項    目 

申請者等の誓約内容 

順

号 

申 請 

（申出）者 

役員等 法定代理人 

 

 ３ 酒税法10条10号関係（経営基礎要件） 
   (注) 酒税法10条10号関係の要件を充足するかどうかについては、次の事項から

判断します。 
 

 

 

   

 －
 
 

 

 (1) 申請（申出）者が、破産者で復権を得ていない場合に該当しない。 はい・いいえ 
 

  

○12
 

 

 

 

 (2) 事業経営のための経済的信用の薄弱、経営能力の貧困等経営の基

礎が薄弱であると認められない。 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 －
 
 

  

 イ 現に国税若しくは地方税を滞納していない。 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 

 

○13
 

 

 ロ 申請（申出）前１年以内に銀行取引停止処分を受けていない。 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 
 

 

 ○14
 

 

 ハ  最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損

失が資本等の額を上回っていない。 
 

 

 はい・いいえ 

(法人のみ) 

 

 はい・いいえ 
 

 

 

 

 ○15
 

 

 ニ 最終事業年度以前３事業年度のすべての事業年度において資本等

の額の20％を超える欠損となっていない。 

 

 はい・いいえ 

(法人のみ) 

 

 はい・いいえ 
 

 

 

 

 ○16
 

 

 ホ 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受けていない又は告
発されていない。 

 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 

 

 ○17
 
 

 

 ヘ 建築基準法等の法令又は条例に違反しており、建物の除却若しく

は移転を命じられていない。 

はい・いいえ 
 

 

 

 

 

 

 ○18
 

 

ト 酒類の適正な販売管理体制を構築することができる。 
 

 

 

 

 はい・いいえ 
 
 

   

 ○19
 

 

 (3) 申請（申出）者は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業

を経営するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれ

らの者が主体となって組織する法人である。 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 ○20
 
 
 

 

 (4) 申請（申出）者は、酒類の販売業を継続して行うために必要な所要

資金を賄うに足りる所有資金等を有している。 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

○21
 

 

 (5)  酒類の販売業を継続して行うために必要な販売施設及び設備を有してい

る者又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有す

ることが確実と認められる者である。 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 
 

 

 

 

○22

 

 【理由等】 
 

 

 
 
 
 

 

 ４ 酒税法10条11号関係（需給調整要件）  

   酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販

売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に当たらない。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 －
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1) 設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されて

いる法人又は団体でない。 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

(法人のみ) 

 

 
 
 

 

 
 

 

 ○23

 
 
 

 

 (2) 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない。 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 
 

 

 

 

○24
 

 【理由等】 
 
 

 

 
 
 
 

 

 ５ 酒税法14条１号関係  

   偽りその他不正の行為により、酒類の販売業免許を受けていない。 
 

 

はい・いいえ 
 

 

 
 

 

 

 

○25
 

 

６ 酒税法14条３号関係  

   ２年以上引き続き、酒類の販売業を休業していない。 
 

 

はい・いいえ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○26  
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「酒類販売業免許の免許要件誓約書」の作成に当たっての留意事項 

 

１ この誓約書は、酒類の販売業免許を申請（申出・申告）しようとする場合に、申請（申出・申告）者、その法定

代理人、役員又は支配人につき、販売業免許の欠格要件に該当する事実がないことについて誓約を求めるものです。 

この誓約の内容を偽るなど不正行為があった場合には、①その不正行為が審査段階で判明したときは拒否処分、②不正行為に

より販売業免許を取得したときは取消処分の対象となります。 

（注） 不正行為により販売業免許を取得した場合は、その不正行為によって取得した免許だけでなく、その者が有しているすべての免許について

取消処分を受けることがあります。免許の取消処分を受けた場合には、①取消処分を受けた免許者、②取消処分を受けた免許者が法人である

ときにはその法人の業務を執行する役員、及び③これらの者が役員となっている法人は、原則として、新たに酒類の製造及び販売業免許を受

けることはできなくなります。 

    なお、酒類の販売業免許等区分ごとに誓約が必要な事項は、以下の表のとおりです。 
       

         
販売業 

（卸・小売）

条件緩和・

条件解除

期限付

卸・小売 
相続 

1 人的要件 酒税法10条1号から8号関係 ○ ○ ○ ○ 

2  場所的要件 〃   9号関係 ○      ○  

3 経営基礎要件 〃    10号関係 ○  ○  

4 需給調整要件 〃    11号関係 ○ ○ ○  

5、6 

その他の要件

〃  14条1号関係  ○      

〃     3号関係  ○      
 

 ２ 記載の仕方 

  (1) 誓約が必要な事項 

       誓約が必要な事項は以下のとおりですが、申請（申出）者が個人か、法人か等により異なりますので注意してください。 

  イ 申請（申出）者が個人の場合 

   (イ) 申請（申出）者である個人自身が誓約すべき事項 

     （誓約書の順号）○1 、○2 、○3 、○5 、○6 、○7 、○8 、○9 、○10、○11、○12、○13、○14、○17、○18、○19、○20、○21、○22、 

○24、○25、○26  

    (ロ) 申請（申出）者に法定代理人がいる場合に、そのすべての法定代理人が誓約すべき事項 

     （注）法定代理人が法人の場合には、その法人のすべての役員も同様に誓約することとなります。 

      （誓約書の順号）○1 、○2 、○4 、○7 、○8 、○9  

    ロ  申請（申出）者が法人の場合 

      (イ) 申請（申出）者である法人自身が誓約すべき事項 

     （誓約書の順号）○1 、○4 、○5 、○6 、○7 、○8 、○10、○11、○12、○13、○14、○15、○16、○17、○18、○19、○20、○21、○22、 

○23、○24、○25、○26  

   (ロ) 法人の役員及び主たる出資者が誓約すべき事項 

     Ａ 代表権を有する役員及び主たる出資者 

（誓約書の順号）○1 、○2 、○7 、○8 、○9 、○13、○14、○15、○16、○17  

Ｂ Ａ以外の役員 

（誓約書の順号）○1 、○2 、○7 、○8 、○9  
  

 （注）１ 申請（申出）者は、自己の誓約内容とともに、法定代理人又は役員、支配人の誓約内容についてもすべて自ら確認した 

上で、記名・押印してください。 

    ２ 法定代理人が複数存在する場合には、個々の法定代理人の誓約に代えて、その代表者において、すべての法定代理人の 

個々の要件についての誓約を取りまとめて、代表して誓約してください。 

    ３ 役員又は支配人が複数存在する場合には、個々の役員又は支配人の誓約に代えて、申請（申出）者たる法人の代表取締 

役において、すべての役員又は支配人の個々の要件についての誓約をとりまとめて、代表して誓約してください。 

(2) 記入方法 

   誓約者は、必要な「誓約項目」について、「誓約内容」欄の「はい」又は「いいえ」のいずれかに○を付してく

ださい。 

    なお、誓約内容について「いいえ」に○を付した場合には、「理由等」欄に該当項目の順号を記載した上で、そ

の理由を略記してください（「理由等」欄に記載しきれない場合には、別紙として理由を記載した書面を添付してくださ

い。）。 
 
 

免許等区分 
誓約関係 
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④ 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 及 び 定 款 の 写 し 

     
 

  （記載例は省略） 
 

《留意事項》 

履歴事項の全部を証明した登記事項証明書及び定款の写しを添付してください。 

なお､e-Taxを利用して申請する場合は､インターネット登記情報提供サービスに

よる「登記事項証明書」を添付することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 申請者が申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している

場合には、添付を省略することができます。 

 

 

 

 

 

⑤ 住 民 票 の 写 し 

  

 

（記載例は省略） 

      

《留意事項》 

  住民票の写しは､本籍の記載のあるものに限ります。 

 

※ 申請者が申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している

場合には、添付を省略することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-Taxにおける「登記事項証明書」の添付方法 

  

「酒類販売業免許申請書」の「販売しようとする酒類の品目の範囲及び

販売方法」欄に次のように「インターネット登記情報提供サービス」か

ら発行された「照会番号」､「照会番号の発行年月日（西暦）」を入力し

てください。 

 

  （入力例） 照会番号：9999999999   発行年月日：YYYY/MM/DD  

 

※ 「インターネット登記情報提供サービス」について詳しいことは､ 

(http://www1.touki.or.jp/gateway.html)をご覧ください。 
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⑥   申 請 者 の 履 歴 書 

 

（記載例は省略） 

 

《留意事項》 

１  申請者が個人の場合 

申請者自身の職歴（勤務した会社名、業種、担当事務内容）を記載した履歴書を 

添付してください。 

２  申請者が法人の場合 

申請法人の監査役を含む役員全員について、それぞれの住所、本籍及び職歴（勤 

務した会社名、業種、担当事務内容）を記載した履歴書を添付してください。 
 

※ 申請者が申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している

場合には、添付を省略することができます。 
 

 

 

 

 ⑦ 契 約 書 等 の 写 し 

 

   （記載例は省略） 

《留意事項》 

１  申請販売場の土地、建物、設備等が賃借物件の場合 

賃貸借契約書等（申請販売場の建物等を確実に使用できることが確認できる書類） 

の写し（転貸の場合は所有者から申請者までの賃貸借契約書等の写し）を添付してく 

ださい。 

２  申請販売場の建物等が未建築の場合 

請負契約書等（申請販売場の建物等を今後建築することが確認できる書類）の写し 

を添付してください。 

 また、例えば、申請販売場の建築予定地が農地等であり、建物を建築するために農 

地の転用の許可等を必要とするなど、法令や条例により許可等が必要となる場合には、

その許可等の申請に係る関係書類の写しを添付してください。 
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⑧ 土 地 及 び 建 物 の 登 記 事 項 証 明 書 

 

（記載例は省略） 
 

《留意事項》 

  申請販売場の所在する土地及び建物に係る登記事項の全部を証明した全部事項証明 

書を添付してください。 

申請販売場に係る建物の登記事項証明書の、所在欄に記載されている地番が複数の 

地番にかかる場合は、そのすべての地番に係る土地の登記事項証明書が必要になりま 

す。 

なお､e-Taxを利用して申請する場合は､インターネット登記情報提供サービスによ 

       る「登記事項証明書」を添付することができます。次の「e-Taxにおける「登記事項 

証明書」の添付方法」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Taxにおける「登記事項証明書」の添付方法 

  

「酒類販売業免許申請書」の「販売しようとする酒類の品目の範囲及び

販売方法」欄に次のように「インターネット登記情報提供サービス」か

ら発行された「照会番号」､「照会番号の発行年月日（西暦）」を入力し

てください。 

 

 

 

  

 

※ 「インターネット登記情報提供サービス」について詳しいことは､ 

(http://www1.touki.or.jp/gateway.html)をご覧ください。 

（入力例） 

 照会番号：9999999999  9999999999  9999999999  9999999999 

 発行年月日：YYYY/MM/DD 
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⑨ 最 終 事 業 年 度 以 前 ３ 事 業 年 度 の 財 務 諸 表 

 

（記載例は省略） 
 

《留意事項》 

１  申請者が法人の場合 

最終事業年度以前３事業年度分の貸借対照表及び損益計算書を添付してください。 

なお、この手引きの７頁で説明してあります「３ 酒税法10条10号関係の要件（経 

営基礎要件）」のハ及びニの要件についてもご確認願います。 

２  申請者が個人の場合 

最近３年間の収支計算書等を添付してください。 

 

※ 申請者の所得税又は法人税の納税地と申請販売場の所在地が同一税務署管内である場合において、 

過去３年分の所得税又は法人税の確定申告書（添付書類を含む。）をその税務署に提出しているとき 

は、添付を省略することができます。 

 

 
 

⑩  都道府県及び市区町村が発行する納税証明書  

 

 

（記載例は省略） 
 

《留意事項》 

１ 申請者について、地方税に係る①未納の税額がない旨、②２年以内に滞納処分を受 

けたことがない旨の両方の証明がされた納税証明書を添付してください。 

２ 法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含めてください。 

３ 申請者が法人の場合は本店所在地､個人の場合は住所地の属する都道府県及び市区町 

村から交付を受けてください。 

４ 同時期に複数の申請書を提出する場合は、そのうちいずれか一つの申請書に納税証 

明書の原本を添付すれば、他の申請書にはコピーの添付であっても差し支えありませ 

ん。この場合、納税証明書のコピーに、原本を添付した申請書を提出した税務署名を 

記載してください。 

５ 国税（「地方法人特別税」を除きます。）についての納税証明書は添付不要です。 
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※ 次の様式例が次頁以降にありますので､申請書を作成する際には､コ

ピーするなどして使用してください。 

                                  (頁) 

 ① 「酒類販売業免許申請書」・・・・・・・・・・・・・・・44  

   販売業免許申請書次葉１「販売場の敷地の状況」・・・・・45  

   販売業免許申請書次葉２「建物等の配置図」・・・・・・・46  

   販売業免許申請書次葉３「事業の概要」・・・・・・・・・47  

   販売業免許申請書次葉４「収支の見込み」・・・・・・・・48  

   販売業免許申請書次葉５「所要資金の額及び調達方法」・・51  

   販売業免許申請書次葉６「『酒類の販売管理の方法』 

に関する取組計画書」・・・・・・52  

 ② 「一般酒類小売業免許申請書チェック表」・・・・・・・・54  

 ③ 「酒類販売業免許の免許要件誓約書」・・・・・・・・・・55  

 

 

  「登録免許税の領収証書提出書」・・・・・・・・・・・・・58  

  「酒類販売管理者選任（解任）届出書」・・・・・・・・・・60 

 

 

Ⅵ  様 式 例 
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CC1-5104 

酒 類 販 売 業 免 許 申 請 書 

  
 

収 受 印 整理番号  ※ 

 

 
 
 平成  年  月  日 

 

 
 
 
 

 税務署長 殿 
 

 

申 

 

 

請 
 
 
 

者 

 

（住所）〒  - 

 
 

  

 

 （電話） 

  局 

  番 
 

 

（氏名又は名称及び代表者氏名）              

（ふりがな） 

 

㊞

酒類の販売業免許を受けたいので、酒税法第９条第１項の規定により関係書類を添付して

下記のとおり申請します。 

記 
 

販 売 場 の 
 
 

所 在 地 
 
 

及 び 名 称 

 

（地 番）  
 

（詳細は別添図面のとおり）

（住居表示） 〒   － 

   
 

 

（ふりがな） 

（名 称）  
（電 話）  

 

業  態 

 □一般酒販店  □コンビニエンスストア  □スーパーマーケット 

 □百貨店  □量販店  □業務用卸主体店  □ホームセンター 

 □ドラッグストア  □その他（               ） 

酒類販売管理者

の選任(予定)  
 

 

（ふりがな） 

（氏名）  

 

申請する販売業 

免許等の種類  
 

 

    

 
 

販 売 し よ う と

する酒類の品目

の 範 囲 及 び

販 売 方 法 

 

   

 

   
 

 

臨 時 販 売 場 の 

開 設 区 分 
 

 

 

 
 

 

臨時販売場の

開 設 期 間
 

 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 
 

申 請 の 理 由 
 

 

 

既に有している 

主 た る 酒 類 

販 売 場 の 明 細  
 

 

 所在地 
 

 

 
 

 

名 称   所轄税務署名       税務署

 

受理番号 

 

 ※ 
 

 

審査順位

 

※ 
 
 

 

局署番号 

 

※ 
 

 

申請書入力 

 ※ 

 (   月 日) 

※ 

 

 

※ 
 

※ 
 

 

※ 
 

 

役職、申請者との関係、生年月日等 

 

酒 税 
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販売業免許申請書 次葉１  

販売場の敷地の状況 

 

     

 

    （所在地）                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）申請販売場が建物の一部である場合は､建物の全体図（申請販売場のある階の部分）に､そ

の位置を明示してください。  

酒税 



 46

 

 

販売業免許申請書 次葉２  

建物等の配置図（建物の構造を示す図面）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）申請販売場と一体として機能する倉庫等についても明示してください。  

酒類の陳列場所における表示を明示してください。  

酒税 
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販売業免許申請書 次葉３  

 

事業の概要（販売設備状況書） 
 

区       分  数量等  

(1) 敷 地 （自己所有・借地）  ㎡  

(2)  建 物 （自己所有・借用）  
       （平成 年 月 日完成予定）  ㎡  

  イ 店 舗  ㎡  

  ロ 事務所  ㎡  

  ハ 倉 庫  ㎡  

  ニ 駐車場  ㎡  

  ホ   

  ヘ   

(3) 車両運搬具 （自己所有・借用）   

  イ  台  

  ロ   

  ハ   

  ニ   

(4) 什器備品 （自己所有・借用）   

  イ  台  

  ロ   

  ハ   

  ニ   

  ホ   

  ヘ   

  ト   

  チ   

  リ   

  ヌ   

(5)  従業員          人  

               人  

  （注）賃貸借がある場合には契約書等の写し、建築中の場合は請負契約書等の写し、  

    農地の場合は農地転用許可にかかる証明書等の写しを添えてください。

酒税 
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販売業免許申請書 次葉４  

収支の見込み（兼事業の概要付表） 
１  酒類の予定仕入先  （取引先名）  

 
（所在地）
  

 

 

 

２  酒類の予定販売先  （取引先名）  （所在地）

 

 

 

３  収支見積  

 
 
 
 
 
収  
 
 
入  
 
 
の  
 
 
部  

(1)酒類の売上数量及び金額  

 区 分  容器の容量 本数 単価 売上数量  売上金額

 
清  酒  

ｍℓ

   
本

 
円

 
ℓ  

 
円

 

合成清酒       

連続式蒸留しょうちゅう      

単式蒸留しょうちゅう      

みりん       

ビール       

果実酒       

甘味果実酒       

ウイスキー       

ブランデー       

発泡酒       

その他の醸造酒      

スピリッツ       

リキュール       

粉末酒       

雑酒       

合      計    

(2)その他の商品の売上金額  

(3)その他の収入  

Ａ 収入金額合計  (1)＋(2)＋(3)  

酒税 
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支  

 

 

 

 

出  

 

 

 

の  

 

 

 

 

部  

(1)期首棚卸商品 円

(2)酒類の仕入数量及び金額 

 区 分  容器の容量 本数  単価  仕入数量  仕入金額  

 

清  酒  

ｍℓ

   

本

 

円

 

ℓ  

 

円

 

合成清酒       

連続式蒸留しょうちゅう      

単式蒸留しょうちゅう      

みりん       

ビール       

果実酒       

甘味果実酒       

ウイスキー       

ブランデー       

発泡酒       

その他の醸造酒      

スピリッツ       

リキュール       

粉末酒       

雑酒       

合      計    

(3)その他の商品の仕入金額   

仕入金額合計  (2)＋(3)  

期末棚卸商品   

Ｂ 売上原価合計  (1)＋仕入金額合計－期末棚卸商品   

Ｃ 売上総利益  （Ａ－Ｂ）   

Ｄ 販売費及び一般管理費   

(内訳 ) 科目  金額（円）  科目  金額（円）  

人件費     

減価償却費     

賃借料     

    

    

Ｅ 営業利益   （Ｃ－Ｄ）   
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 Ｆ その他の収益   

Ｇ その他の費用   

Ｈ 総利益金額  （Ｅ＋Ｆ－Ｇ）   

４  販売見込数量の算出根拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  その他参考事項（定休日、営業時間など）  
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販売業免許申請書 次葉５  

所要資金の額及び調達方法  

１  

 

 

所要資金の算出根拠  

(1) 仕入（見込み）  

① 酒類の年間仕入額   千円

② 酒類の月間仕入額（①×１／12）   千円

③ 在庫      （②×１／２）   千円

④ 最初の月の所要資金（②＋③）   千円

 

 

 

(2) 

 

設備  

 

  千円

  千円

  千円

(3)  

 

 

 

２  所有資金  

(1)   千円

(2)   千円

(3)   千円

(4)   千円

  

 

３   

 

 

 

 

酒税 
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販売業免許申請書 次葉６ 

「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 
（選任予定の酒類販売管理者の氏名

及び年齢） 
          （   歳） 

（酒類小売販売場の所在地及び名称） 
 
 

（酒類販売管理研修の受講予定等） 

実 施 団 体：  

受講予定月： 平成   年   月 

（店舗全体の面積） 
            ㎡ 

（営業時間） 
  時  分～  時  分 ・ 24 時間 
  

（定休日：          ） 

（酒類売場の面積） 
            ㎡ 

（酒類販売管理者に代わる責任者（予定者）の人数及び氏名等）   総数：   名

氏  名  ( 年 齢 ) 指名の基準 氏  名  ( 年 齢 ) 指名の基準 氏  名 ( 年 齢 ) 指名の基準

(   歳)  (   歳) (   歳) 

(   歳)  (   歳) (   歳) 

(   歳)  (   歳) (   歳) 

（注）「指名の基準」欄には、次の《責任者の指名の基準》のいずれかに該当する番号を記載してください。 

《責任者の指名の基準》 

以下⑴～⑺に掲げるいずれかに該当する場合には、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者の中から酒

類販売管理者に代わる者を責任者として必要な人数を指名し、配置してください。 

⑴ 夜間（午後 11 時から翌日午前５時）において、酒類の販売を行う場合（成年者の指名をお願いします。） 

⑵ 酒類販売管理者が常態として、その選任された販売場に長時間（２～３時間以上）不在となることがある場合

⑶ 酒類売場の面積が著しく大きい場合（100 平方メートルを超えるごとに、１名以上の責任者を指名） 

⑷ 同一建物内において酒類売場を設置している階が複数ある場合（酒類販売管理者のいない各階ごとに、１名以

上の責任者を指名） 

⑸ 同一の階にある複数の酒類売場が著しく離れている場合（20 メートル以上離れている場合） 

⑹ 複数の酒類売場が著しく離れていない場合であっても、同一の階において酒類売場の点在が著しい場合（３箇

所以上ある場合） 

⑺ その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合 

（申請する免許の条件） 

１：卸売業 ２：小売業（卸小売兼業を含む） ３：期限付小売業（免許期間の開始希望日：平成  年  月  日）

（小売販売場の業態等の区分） 
１：一般酒販店（酒屋、酒類専門店等） ２：コンビニエンスストア  ３：スーパーマーケット  ４：百貨店 
５：量販店(ディスカウントストア等)  ６：業務用卸主体店  ７：ホームセンター  ８：ドラッグストア 
９：その他（                      ） 

※「９：その他」については、具体的に記載してください。 

酒類の販売業免許の申請書の記載事項である「酒類の販売管理の方法」については、本様式に記載する方法によるも

のとします。 

項     目 区 分 
※ 税務署整理欄 
（実態確認状況） 

 

１ 販売場の見やすい場所に酒類販売管理者の氏名を掲示する。 は い・いいえ 
□ 有 
□ 無 

２ 販売場の見やすい場所に酒類販売管理研修の受講事績を掲示する。 は い・いいえ 
□ 有 
□ 無 

未
成
年
者
の
飲
酒
防
止
関
係 

１ 未成年と思われる者に対して、身分証明証等により年齢確認を行う。 は い・いいえ 
□ 適 
□ 不適 

２ 未成年者の飲酒防止に関するポスターを掲示する。 は い・いいえ 
□ 有 
□ 無 

３ 「その他の取組」の概要 
 
 

酒
類
販
売
管
理
者
関
係 

※上記以外の取組をしている場合にその内容を具体的に記載してください。（例）「レジに啓発のための
グッズ等を置く」、「レジ袋に未成年者の飲酒防止啓発のための表示をする」等 
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未
成
年
者
の
飲
酒
防
止
に
関
す
る
表
示
基
準
の
実
施
予
定 

１ 酒類の陳列場所を設けて販売する。 は い・いいえ 
 

 

 

(1) 消費者が酒類に触れられない状態に置き、手渡しで販売する。 は い・いいえ  

(2) 酒類と他の商品との売場を壁や間仕切り等で分離又は区分す

る。 
は い・いいえ 

□ 適（□ 分離・□ 区分）

□ 不適 
(3) 酒類の陳列場所に、表示基準に則って「酒類の売場である」又

は「酒類の陳列場所である」旨の表示を行う。 
は い・いいえ 

□ 適 
□ 不適 

(4) 酒類の陳列場所に、表示基準に則って「20 歳以上の年齢である

ことを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示を行う。
は い・いいえ 

□ 適 
□ 不適 

２ 酒類の通信販売（インターネットを含む）を行う。 
(注)１ この表示基準でいう「通信販売」とは、「通信販売酒類小売業免許」

を付与されて行うものに限らず、一般酒類小売業者が免許条件の範囲内
で行う通信販売を含み、商品の内容・価格などをカタログ、新聞折込チ
ラシなどで提示し、郵便、電話、ファックスなどの方法で注文を受けて
行う販売をいいます。 

２ 「いいえ」に「○」を付した方は、次の(1)及び(2)の記載は不要です。

は い・いいえ   

 
(1) 酒類の通信販売（インターネットを含む）における広告、カタ

ログ、申込書、納品書等に、表示基準に則って「未成年者に対し

ては酒類を販売しない」旨の表示を行う。 
は い・いいえ □ 適 

□ 不適 

 
 酒類の購入申込書等に年齢記載欄を設ける。 は い・いいえ 

□ 適 
□ 不適 

(2) 酒類の配達を行う旨のチラシに「未成年者に対しては酒類を販

売しない」旨の表示を行う。 
は い・いいえ 

□ 適 
□ 不適 

３ 酒類の自動販売機を設置しない。 は い・いいえ 
□ 有 
□ 無 

 

 

《酒類の自動販売機に対する表示基準の実施予定》 

順      号     
※ 税務署整理欄 
（実態確認状況）

自動販売機の設置予定年月 平 年  月 平 年  月 平 年  月 平 年  月  

自 動 販 売 機 の 種 類 改良型・改良型以外 改良型・改良型以外 改良型・改良型以外 改良型・改良型以外  

自動販売機の設置位置 店内 ・ 店外 店内 ・ 店外 店内 ・ 店外 店内 ・ 店外  

す
る
表
示
基
準
の
実
施
予
定 

未
成
年
者
の
飲
酒
防
止
に
関 

未成年者の飲酒は

禁止されている旨
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

□ 適 

□ 不適 

免 許 者 の 氏 名

又 は 名 称
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

□ 適 

□ 不適 

酒 類 販 売 管 理 者

の 氏 名
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

□ 適 

□ 不適 

連 絡 先 の 所 在 地

及 び 電 話 番 号
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

□ 適 

□ 不適 

販 売 停 止 時 間 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 
□ 適 

□ 不適 

販 売 停 止 等 の た め の

タ イ マ ー の 設 置 の 有 無
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

□ 適 

□ 不適 

セレクトボタン部分への

酒類である旨の表示の有無
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

□ 適 

□ 不適 

 

※ 以下は、酒類の自動販売機を設置する予定がない場合には記載する必要はありません。 
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一 般 酒 類 小 売 業 免 許 申 請 書 チ ェ ッ ク 表 
 

 ※  一般酒類小売業免許申請書の提出時に太線の枠内を記載して、添付してください。   

この申請についての連
絡先住所、電話番号及
び担当者氏名  

 

 《①酒類販売業免許申請書及び申請書次葉１～６》  

記載事項  確認事項  確認  

税務署
整理欄  

 

販 売 場 の 所 在 地

及 び 名 称 
 

 

・  不動産登記法によるすべての地番、住居表示による
所在地及び名称等が記載されているか 

・ ふりがなの記載漏れはないか 
 

 

 

 

申 請 す る 販 売 業

免  許  等  の  種  類 
 

 

 「一般酒類小売業免許」と記載されているか 
 

 

 

販売しようとする酒類の

品目の範囲及び販売方法 

「全酒類、通信販売を除く小売に限る。」と記載されているか 
 

 

 

販売業免許申請書次葉１
（ 販 売 場 の 敷 地 の 状 況 ）

建物の全体図に、申請販売場の位置が明示されているか  

 

販売業免許申請書次葉２
（建物等の配置図） 

・申請販売場と一体として機能する倉庫等は明示されているか 

・酒類の陳列場所における表示は明示されているか 
 

 

販売業免許申請書次葉３
（事業の概要） 

 店舗等の広さ、什器備品等について記載もれはないか  

 

販売業免許申請書次葉４
（収支の見込み） 

申請販売場の店舗に照らし合わせた合理的な収支見積もりが

組まれているか 
 

 

販売業免許申請書次葉５
（所要資金の額及び調達方法）

自己資金による場合は資金繰表、資金捻出の根拠説明書
又は残高証明書等、融資による場合は金融機関の証明書又
は融資者の原資内容を証明する書類を添付しているか 

 

 

販売業免許申請書次葉６
（「酒類の販売管理の方法」

に関する取組計画書） 

選任予定の酒類販売管理者の氏名及び年齢等が記載されてい
るか 

 

 

 《添付書類》  

添付書類 確認事項 確認  

税務署

整理欄

②一般酒類小売業免許申請

書チェック表 

申請書の記載事項及び添付書類の確認欄に○印を付

しているか 
 

 

③酒類販売業免許の免許要

件誓約書 

・誓約事項に漏れはないか 

・誓約すべき者に漏れはないか（申請者、申請法人の

監査役を含めた役員全員、申請者の法定代理人及び申請

販売場の支配人） 

 

 

④法人の登記事項証明書及び 

定款の写し 
履歴事項全部証明書を添付しているか  

 

⑤住民票の写し 本籍の記載があるか  

 

⑥申請者の履歴書 

・提出すべき者の漏れはないか 

・申請者が法人の場合には、法人の監査役など、役員全員分

が添付されているか 

 

 

⑦契約書等の写し（申請書次

葉３付属書類） 

土地、建物、施設又は設備等が賃貸借の場合は賃貸借契
約書(写)、建物が未建築の場合は請負契約書(写)、農地の
場合は農地転用許可関係書類(写)を添付しているか 

 

 

⑧土地及び建物の登記事項証明

書 

・全部事項証明書を添付しているか 

・申請販売場の建物が複数の土地にかかる場合には、そのすべて
の地番に係る土地の登記事項証明書を添付しているか 

 

 

⑨最終事業年度以前３事業

年度の財務諸表 

最終事業年度以前３事業年度分があるか 
(個人の場合には、収支計算書等) 

 

 

⑩都道府県及び市区町村が発

行する納税証明書 

・都道府県及び市区町村が発行する納税証明書（未納税額
がない旨及び２年以内に滞納処分を受けたことがない旨の
証明）をそれぞれ添付しているか 
・法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含め
ているか 

 

 

（注）「確認」欄には、作成した添付書類について、それぞれの確認事項及び添付を確認し、○印（提出しなくて

も良いもの又は該当がないものについては、確認欄に斜線を引いてください。）を記載してください。 

 

酒税 
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酒類販売業免許の免許要件誓約書 

 
         税務署長 殿 
 
 

 

 申請（申出・申告）

販売場の所在地及び

名称 
 

 

  
 

 
  申請（申出・申告）者が個人の場合 
 

 

私（及び法定代理人）の免許の要件について、別紙１及び２のとおり誓約します。 
なお、この誓約内容に偽りがあった場合、酒税法の規定により、その事実が①審査段階で判明したと

きは拒否処分、②免許取得後に判明したときは免許の取消処分を受けることがあることを承知していま
す。 
 

平成   年   月   日 

      （申請（申出・申告）者の住所） 

      （氏 名）                       印 
 

 

  下記法定代理人は、誓約内容を確認しているので、各法定代理人それぞれの誓約に代え、代表して誓

約します。 

  （法定代理人氏名） 
 
 
 
                   平成  年  月  日 

       (法 定 代 理 人 住 所) 

        (法 定 代 理 人 氏 名)                       印 

       (申請（申出・申告）者との関係) 
 

 
  申請（申出）者が法人の場合 
 

 

当社及び役員等の免許の要件について、別紙１及び２のとおり誓約します。 
なお、この誓約内容に偽りがあった場合、酒税法の規定により、その事実が①審査段階で判明したと

きは拒否処分､②免許取得後に判明したときは免許の取消処分を受けることがあることを承知していま
す。 
 
                    平成   年   月   日 

       （申請（申出）者の所在地）   

       （名 称及び代 表者氏名）                     印 
 

 

下記役員等は、誓約内容を確認しているので、各役員等それぞれの誓約に代え、代表して誓約しま

す。 

  （役職及び氏名） 

   代表取締役  

   取締役    

   取締役    

   監査役    

   支配人    
 
 
                     平成   年   月   日 

        (名 称）  

        (代 表 者 氏 名)                     印 
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                                           （別紙１） 

誓    約    項    目 

申請者等の誓約内容 順

号 

申 請 

（申出）者 
役員等 法定代理人 

 

 １ 酒税法10条１号から８号関係（人的要件） 
 

 

 

 
 

 

 
  －

 

 

 

 

 １号関係： 申請（申出・申告）者が酒税法(12条1､2､5号、13条、14条1､
2号)の規定により免許を取り消されたことがない又はアルコ
ール事業法の規定により許可を取り消されたことがない。 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 はい・いいえ 
 
 

 

 
 はい・いいえ
 
 

 ○1
 
 

 

 ２号関係： 申請（申出・申告）者が1号に該当する法人の業務執行役員

をしていた者でその取消の日から３年を経過するまでの間の

申請（申出・申告）でない。 
○ 酒類の製造者又は販売業者である法人が、酒税法（12条1､2､5号、

13条、14条1､2号）の規定により免許を取り消された法人 
○  アルコール事業法の許可を受けた法人で、同法の規定により許可を

取り消された法人 
 

 はい・いいえ 
 
 (個人のみ) 
 
 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 
 
 
 

 

 はい・いいえ
 
 
 
 
 
 

 ○2
 
 
 
 
 
 

 

 ３号関係： 申請（申出・申告）者が未成年者又は成年被後見人、被保
佐人若しくは被補助人のときに、その法定代理人が1､2､7､7の
2､8号に該当しない。 

 

 はい・いいえ 
 (個人のみ) 
 

 

 
 

 

 
  ○3

 

 

 ４号関係： 申請（申出）者又は法定代理人が法人の場合にその役員が
1、2、7、7の2、8号に該当しない。 

 

 はい・いいえ 
 (法人のみ) 
 

 

 
 
 

 

はい・いいえ 
(法人のみ)

 

 ○4
 
 

 

 ５号関係： 支配人が1、2、7、7の2、8号に該当する者でない。 
 

 はい・いいえ 
 

 

 
 

 

 
  ○5

 

 

 ６号関係： 申請（申出・申告）者が免許の申請前２年内において国税
又は地方税の滞納処分を受けていない。 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 ○6
 
 

 

 ７号関係 
 

  国税等に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ又
は通告処分を受けたことがない。 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 はい・いいえ
 
 

 ○7
 
 
 
 
 
 
 

 

 ［上記で「いいえ」に○を付した場合］ 

  申請（申出・申告）時において、それぞれ、その刑の執行を終わ

り、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履

行した日から３年を経過している。 

 はい・いいえ 
 
 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 
 

 

 はい・いいえ
 
 
 
 

 

 ７号の２ 

 関係 
 
 
 
 
 
 
 

 

  未成年者飲酒禁止法若しくは暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律等の規定により、又は刑法等に定め
る一定の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられたこ
とがない。 

 

 はい・いいえ 
 
 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 
 

 

 はい・いいえ
 
 
 
 

 ○8
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ［上記で「いいえ」に○を付した場合］ 

  申請（申出・申告）時において、その執行を終わった日又は執行を

受けることがなくなった日から３年を経過している。 
 

 はい・いいえ 
 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 

 

 はい・いいえ
 
 
 

 

 ８号関係 
 
 
 
 
 
 

 

  禁錮以上の刑に処せられたことがない。 
 
 

 はい・いいえ 
 (個人のみ) 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 はい・いいえ
 
 

 ○9
 
 
 
 
 
 

 

 ［上記で「いいえ」に○を付した場合］ 

  申請（申出・申告）時において、その執行を終わった日又は執行を

受けることがなくなった日から３年を経過している。 
 

 はい・いいえ 
 (個人のみ) 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 

 

 はい・いいえ
 
 
 

 

 【理由等】 
 
 
 

 
 
 

 

 ２ 酒税法10条９号関係（場所的要件） 

    申請販売場が取締上不適当と認められる場所でない。 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 －
 
 

 

 

 

 (1) 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、料理店等と同
一場所でない。 

 

 はい・いいえ 
 

 

 

 

 

○10
 

 

(2) 申請販売場の申請者の営業が販売場の区画割り、専属の販売従事
者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体
の営業と明確に区分されている。 

 はい・いいえ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

○11
 

 

 【理由等】 
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                                           （別紙２） 

誓    約    項    目 

申請者等の誓約内容 

順

号 

申 請 

（申出）者 

役員等 法定代理人 

 

 ３ 酒税法10条10号関係（経営基礎要件） 
   (注) 酒税法10条10号関係の要件を充足するかどうかについては、次の事項から

判断します。 
 

 

 

   

 －
 
 

 

 (1) 申請（申出）者が、破産者で復権を得ていない場合に該当しない。 はい・いいえ 
 

  

○12
 

 

 

 

 (2) 事業経営のための経済的信用の薄弱、経営能力の貧困等経営の基

礎が薄弱であると認められない。 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 －
 
 

  

 イ 現に国税若しくは地方税を滞納していない。 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 
 

 

○13
 

 

 ロ 申請（申出）前１年以内に銀行取引停止処分を受けていない。 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 
 
 

 

 ○14
 

 

ハ  最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損

失が資本等の額を上回っていない。 
 

 

 はい・いいえ 

(法人のみ) 

 

 はい・いいえ 
 

 

 
 

 

 ○15
 

 

 ニ 最終事業年度以前３事業年度のすべての事業年度において資本等

の額の20％を超える欠損となっていない。 

 

 はい・いいえ 

(法人のみ) 

 

 はい・いいえ 
 

 

 
 

 

 ○16
 

 

 ホ 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受けていない又は告
発されていない。 

 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 
 

 

 ○17
 
 

 

 ヘ 建築基準法等の法令又は条例に違反しており、建物の除却若しく

は移転を命じられていない。 

 はい・いいえ 
 

 

 

 

 
 

 

 ○18
 

 

ト 酒類の適正な販売管理体制を構築することができる。 
 

 

 

 

 はい・いいえ 
 
 

   

 ○19
 

 

 (3) 申請（申出）者は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業

を経営するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれ

らの者が主体となって組織する法人である。 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 ○20
 
 
 

 

 (4) 申請（申出）者は、酒類の販売業を継続して行うために必要な所要

資金を賄うに足りる所有資金等を有している。 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

○21
 

 

 (5)  酒類の販売業を継続して行うために必要な販売施設及び設備を有してい

る者又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有す

ることが確実と認められる者である。 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 
 

 

 
 

 

○22

 

 【理由等】 
 

 

 
 
 
 

 

 ４ 酒税法10条11号関係（需給調整要件）  

   酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販

売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に当たらない。 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 －
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1) 設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されて

いる法人又は団体でない。 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 ○23

 
 
 

 

 (2) 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない。 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 
 

 

 
 

 

○24
 

 【理由等】 
 
 

 

 
 
 
 

 

 ５ 酒税法14条１号関係  

   偽りその他不正の行為により、酒類の販売業免許を受けていない。 
 

 

はい・いいえ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

○25
 

 

６ 酒税法14条３号関係  

   ２年以上引き続き、酒類の販売業を休業していない。 
 

 

はい・いいえ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○26  
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 整理番号 
 

 

 
 

 

                  登録免許税の領収証書提出書 

 

平成   年  月  日 

 

 

          税務署長 殿                  

                                      

 

                       提出者の住所、氏名又                

は名称及び代表者氏名             印 

 

 

  平成   年   月   日付で通知があった登録免許税の納付については、登録免許税金 30,000 円 

 

 を納付したので、登録免許税法第24条第１項の規定によりその領収証書を提出します。 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             領収証書ちょう付場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

（注）この様式は、申請の際に添付するものではなく、免許を付与されることとなった申請者が、酒類販

売業免許通知書の交付時に「登録免許税の領収証書」をちょう付して提出するものです。 

酒税 
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（別添） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
（備考）１ 「雇用期間」欄には、雇用期間の定めがない場合は、雇用した年月日を記載してください。 

２ 選任届出書は、８に掲げる事項の記載は要しません。 
３ 解任届出書は、５から７に掲げる事項の記載を要しません。 
４ 酒類販売管理者の選任及び解任を同日付で行った場合にあっては、選任及び解任した酒類販売管理者に関し、

２及び３に掲げる事項について併記し届け出ることができます。 
５ 選任する酒類販売管理者が、選任前３年以内に酒類販売管理研修を受講している場合（受講日から３年
を経過する日が、選任日から３か月を経過する日までに到来する場合を除く。）には、受講した酒類販売管
理研修の受講証の写しを添付してください。 

平成○○年○○月○○日 

財務大臣 殿 

届出者 

住所  千代田区霞が関○丁目○番○号 

氏名（名称）○○商事株式会社   ㊞ 

                        代表取締役 ○○ 太郎 

酒類販売管理者選任（解任）届出書 

 

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第 86 条の 9 第 4 項の規定により、下記のとおり酒類販売管理者の

選任（解任）について届け出ます。 

記 

１ 販売場の名称及び所在地 

（名  称）○○マート 大手町店         

   （所 在 地）千代田区大手町○丁目○番○,△番△    

２ 酒類販売管理者の氏名、住所及び生年月日 

○ 選任した酒類販売管理者 

（氏  名）○○ 次郎 

（住  所）中野区新井△－△－△ 

（生年月日）昭和４５年１月１１日 

○ 解任した酒類販売管理者 

（氏  名） 

（住  所） 

（生年月日）       年   月   日 

３ 酒類販売管理者の役職名等 

  ○ 選任した酒類販売管理者             ○ 解任した酒類販売管理者 

    ○○マート 大手町店 店長 

４ 酒類販売管理者の選任（解任）年月日 

☑ 選  任 

□ 解  任 
平成○○年○○月○○日 

 ５ 酒類販売管理研修の受講（予定）年月日及び受講（予定）団体名 

（受講（予定）年月日） 平成○○年○○月○○日 

   （受講（予定）団体名） 霞が関小売酒販組合 

 ６ 雇用期間 

   平成 ○年 ４月 １日から     年  月  日 

 ７ 従事させる業務内容 

   店舗の運営・管理、従業員への指導 

 ８ 解任の理由 

 

代
表
者 

之 

印 

「
（
備
考
）
４
」
参
照

「
（
備
考
）
３
」
参
照

「
（
備
考
）
２
」
参
照

「（備考）１」参照 

※ 雇用期間の定めがない場合は、期間の末

日は記載しないでください。 
※ 免許者本人（個人）を販売管理者に選任

した場合は、この欄の記載は不要です。 
※ 例えば、免許者（個人）の配偶者又は法

人の役員を販売管理者に選任した場合は、

期間の初日に、「配偶者又は役員が、当該店

舗において従事を始めた日」を記載してく

ださい（期間の末日の記載は不要です。）。 
※ 例を参考に具体的な業務

内容を簡記してください。 

※ 販売場の所轄税務署に提出してください。

※ 研修実施団体の研修実施計画が未定
の場合には、「研修実施計画が示され次
第、速やかに受講させます。」「○年○
月頃受講予定」等と記載してください。

※ 受講済みの場合は、必ず記入してく
ださい。
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（備考）１ 「雇用期間」欄には、雇用期間の定めがない場合は、雇用した年月日を記載してください。 

２ 選任届出書は、８に掲げる事項の記載は要しません。 
３ 解任届出書は、５から７に掲げる事項の記載を要しません。 
４ 酒類販売管理者の選任及び解任を同日付で行った場合にあっては、選任及び解任した酒類販売管理者に関し、

２及び３に掲げる事項について併記し届け出ることができます。 
５ 選任する酒類販売管理者が、選任前３年以内に酒類販売管理研修を受講している場合（受講日から３年を
経過する日が、選任日から３か月を経過する日までに到来する場合を除く。）には、受講した酒類販売管理研
修の受講証の写しを添付してください。

 

平成  年  月  日 

財務大臣 殿 

届出者 

住所 

氏名（名称）               ㊞ 

                         

酒類販売管理者選任（解任）届出書 

 

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第 86 条の 9 第 4 項の規定により、下記のとおり酒類販売管理者の

選任（解任）について届け出ます。 

記 

１ 販売場の名称及び所在地 

（名  称）                     

   （所 在 地）                    

２ 酒類販売管理者の氏名、住所及び生年月日 

○ 選任した酒類販売管理者 

（氏  名） 

（住  所） 

（生年月日）       年   月   日 

○ 解任した酒類販売管理者 

（氏  名） 

（住  所） 

（生年月日）       年   月   日 

３ 酒類販売管理者の役職名等 

  ○ 選任した酒類販売管理者             ○ 解任した酒類販売管理者 

     

４ 酒類販売管理者の選任（解任）年月日 

□ 選  任 

□ 解  任 
平成   年   月   日 

 ５ 酒類販売管理研修の受講（予定）年月日及び受講（予定）団体名 

（受講（予定）年月日） 平成   年   月   日 

   （受講（予定）団体名）  

 ６ 雇用期間 

        年   月   日から     年   月   日 

 ７ 従事させる業務内容 

    

 ８ 解任の理由 

 



【札幌国税局】

酒 類 指 導 官
設 置 税 務 署

担当税務署 郵便番号 所在地 電話番号

札幌北

札幌中、札幌南、札幌西、
札幌東、小樽、室蘭、
岩見沢、苫小牧、倶知安、
余市、浦河

001-0031 札幌市北区北31条西７丁目３番１号 011-707-5111

函館 八雲、江差 040-0014 函館市中島町37番１号 0138-31-3171

旭川中
旭川東、留萌、稚内、名寄、
滝川、深川、富良野

078-8504 旭川市宮前通東4155番31　旭川合同庁舎 0166-90-1451

帯広 釧路、根室、十勝池田 080-0015 帯広市西５条南６丁目１番地 0155-24-2161

北見 網走、紋別 090-0018 北見市青葉町３番１号 0157-23-7151

【仙台国税局】

酒 類 指 導 官
設 置 税 務 署

担当税務署 郵便番号 所在地 電話番号

青森
弘前、八戸、黒石、
五所川原、十和田、むつ

030-0861 青森市長島１丁目３番５号　青森第二合同庁舎 017-776-4241

盛岡
宮古、大船渡、水沢、花巻、
久慈、一関、釜石、二戸

020-8677 盛岡市本町通３丁目８番37号 019-622-6141

仙台北
仙台中、仙台南、石巻、
塩釜、大河原

980-8402 仙台市青葉区上杉１丁目１番１号 022-222-8121

古川 気仙沼、築館、佐沼 989-6185 大崎市古川旭６丁目２番15号 0229-22-1711

秋田南
秋田北、能代、横手、大館、
本荘、湯沢、大曲

010-8622 秋田市中通５丁目５番２号 018-832-4121

山形
米沢、新庄、寒河江、村山、
長井

990-8606 山形市大手町１番23号 023-622-1611

鶴岡 酒田 997-0033 鶴岡市泉町５番70号 0235-22-1401

福島 相馬、二本松 960-8620 福島市森合町16番６号 024-534-3121

会津若松 喜多方、田島 965-8686 会津若松市城前１番82号 0242-27-4311

郡山 いわき、白河、須賀川 963-8655 郡山市堂前町20番11号 024-932-2041

【関東信越国税局】

酒 類 指 導 官
設 置 税 務 署

担当税務署 郵便番号 所在地 電話番号

水戸
日立、土浦、古河、下館、
竜ヶ崎、太田、潮来

310-8666 水戸市北見町１番17号 029-231-4211

宇都宮
足利、栃木、佐野、鹿沼、
真岡、大田原、氏家

320-8655 宇都宮市昭和２丁目１番７号 028-621-2151

前橋
高崎、桐生、伊勢崎、沼田、
館林、藤岡、富岡、中之条

371-8686 前橋市表町２丁目16番７号 027-224-4371

熊谷
川越、行田、秩父、所沢、
本庄、東松山

360-8620 熊谷市仲町41番地 048-521-2905

浦和
川口、西川口、大宮、春日
部、上尾、越谷、朝霞

330-9590 さいたま市浦和区常盤４丁目11番19号 048-833-2651

新潟
新津、巻、新発田、村上、
佐渡

951-8685 新潟市中央区営所通二番町692番地の５ 025-229-2151

長岡
三条、柏崎、小千谷、
十日町、糸魚川、高田

940-8654 長岡市南町３丁目９番１号 0258-35-2070

長野 上田、信濃中野、佐久 380-8612 長野市西後町608番地の２ 026-234-0111

松本
飯田、諏訪、伊那、大町、
木曽

390-8710 松本市城西２丁目１番20号 0263-32-2790

【東京国税局】

酒 類 指 導 官
設 置 税 務 署

担当税務署 郵便番号 所在地 電話番号

千葉東
千葉南、千葉西、館山、
木更津、茂原

260-8577 千葉市中央区祐光１丁目１番１号 043-225-6811

松戸 市川、船橋、柏 271-8533 松戸市小根本53番地の３ 047-363-1171

成田 銚子、佐原、東金 286-8501 成田市加良部１丁目15番地 0476-28-5151

京橋
麹町、神田、日本橋、
小石川、本郷

104-8557 中央区新富２丁目６番１号 03-3552-1151

芝
麻布、品川、荏原、大森、
雪谷、蒲田

108-8401 港区芝５丁目８番１号 03-3455-0551

新宿 四谷、中野、杉並、荻窪 169-8561 新宿区北新宿１丁目19番３号 03-3362-7151

東京上野
浅草、王子、荒川、足立、
西新井

110-8607 台東区池之端１丁目２番22号　上野合同庁舎 03-3821-9001

〒100-8102　千代田区大手町１丁目３番３号　大手町合同庁舎第３号館　電話番号03-3216-6811（代表）

国税局及び酒類指導官設置税務署等一覧表（平成22年７月10日現在）

〒060-0042　札幌市中央区大通西10丁目　札幌第二合同庁舎　電話番号011-231-5011（代表）

〒980-8430　仙台市青葉区本町３丁目３番１号　仙台合同庁舎　電話番号022-263-1111（代表）

〒330-9719　さいたま市中央区新都心１番地１　さいたま新都心合同庁舎１号館　電話番号048-600-3111（代表）

 



渋谷 目黒、世田谷、北沢、玉川 150-8333 渋谷区宇田川町１番10号　渋谷地方合同庁舎 03-3463-9181

板橋 豊島、練馬東、練馬西 173-8530 板橋区大山東町35番１号 03-3962-4151

葛飾
本所、向島、江東西、江東
東、江戸川北、江戸川南

124-8560 葛飾区立石８丁目31番６号 03-3691-0941

立川
八王子、武蔵野、青梅、武蔵
府中、町田、日野、東村山

190-8565 立川市高松町２丁目26番12号 042-523-1181

横浜中
保土ヶ谷、横浜南、戸塚、
横須賀、鎌倉

231-8550 横浜市中区山下町37番地９号　横浜地方合同庁舎 045-651-1321

川崎北
鶴見、神奈川、緑、川崎南、
川崎西

213-8503 川崎市高津区久本２丁目４番３号 044-852-3221

厚木
平塚、藤沢、小田原、相模
原、大和

243-8577 厚木市水引１丁目10番７号 046-221-3261

甲府 鰍沢 400-8584 甲府市丸の内１丁目11番６号 055-233-3111

山梨 大月 405-8585 山梨市上神内川738番地 0553-22-1411

【金沢国税局】

酒 類 指 導 官
設 置 税 務 署

担当税務署 郵便番号 所在地 電話番号

富山 高岡、魚津、砺波 930-8530 富山市丸の内１丁目５番13号　富山丸の内合同庁舎 076-432-4191

金沢 七尾、小松、輪島、松任 920-8505 金沢市西念３丁目４番１号　金沢駅西合同庁舎 076-261-3221

福井
敦賀、武生、小浜、大野、
三国

910-8566 福井市春山１丁目１番54号　福井春山合同庁舎 0776-23-2690

【名古屋国税局】

酒 類 指 導 官
設 置 税 務 署

担当税務署 郵便番号 所在地 電話番号

岐阜北
岐阜南、大垣、高山、
多治見、関、中津川

500-8711 岐阜市千石町１丁目４番地 058-262-6131

静岡 清水、島田、富士、藤枝 420-8606 静岡市葵区追手町10番88号 054-252-8111

浜松西 浜松東、磐田、掛川 430-8585 浜松市中区中央１丁目12番４号　浜松合同庁舎 053-555-7111

沼津 熱海、三島、下田 410-8686 沼津市米山町３番30号 055-922-1560

名古屋中村
名古屋西、中川、一宮、
半田、津島

453-8686 名古屋市中村区太閤３丁目４番１号 052-451-1441

名古屋中
千種、名古屋東、名古屋北、
昭和、尾張瀬戸、小牧

460-8522
名古屋市中区三の丸３丁目３番２号　名古屋国税総合庁
舎

052-962-3131

熱田
豊橋、岡崎、刈谷、豊田、
西尾、新城

456-8711 名古屋市熱田区花表町７番17号 052-881-1541

津
四日市、伊勢、松阪、桑名、
上野、鈴鹿、尾鷲

514-8545 津市桜橋２丁目99番地 059-228-3131

【大阪国税局】

酒 類 指 導 官
設 置 税 務 署

担当税務署 郵便番号 所在地 電話番号

大津
彦根、長浜、近江八幡、
草津、水口、今津

520-8510 大津市中央４丁目６番55号 077-524-1111

上京
左京、中京、東山、下京、
右京、園部

602-8555 京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町358 075-441-9171

伏見 宇治 612-0084 京都市伏見区鑓屋町 075-641-5111

福知山
舞鶴、宮津、峰山、豊岡、
和田山、柏原

620-0055 福知山市篠尾新町１丁目37番地 0773-22-3121

東
大阪福島、西淀川、東成、
旭、城東、東淀川、北、
大淀、枚方、門真

540-8557
大阪市中央区大手前１丁目５番63号　大阪合同庁舎第３
号館

06-6942-1101

南
西、港、天王寺、浪速、
生野、阿倍野、住吉、
東住吉、西成

542-8586 大阪市中央区谷町７丁目５番23号 06-6768-4881

堺 岸和田、泉大津、泉佐野 590-8550 堺市堺区南瓦町２番20号 072-238-5551

茨木 豊能、吹田 567-8565 茨木市上中条１丁目９番21号 072-623-1131

東大阪 八尾、富田林 577-8666 東大阪市永和２丁目３番８号 06-6724-0001

神戸 兵庫、長田、須磨、洲本 650-8511 神戸市中央区中山手通２丁目２番20号 078-391-7161

姫路 相生、龍野 670-8543 姫路市北条１丁目250番地 079-282-1135

明石 加古川、西脇、三木、社 673-8555 明石市田町１丁目12番１号 078-921-2261

西宮 灘、尼崎、芦屋、伊丹 662-8585 西宮市江上町３番35号 0798-34-3930

奈良 葛城、桜井、吉野 630-8567 奈良市登大路町81　奈良合同庁舎 0742-26-1201

和歌山
海南、御坊、田辺、新宮、
粉河、湯浅

640-8520 和歌山市湊通丁北１丁目１ 073-424-2131

〒920-8586　金沢市広坂２丁目２番60号　金沢広坂合同庁舎　電話番号076-231-2131（代表）

〒460-8520　名古屋市中区三の丸３丁目３番２号　名古屋国税総合庁舎　電話番号052-951-3511（代表）

〒540-8541　大阪市中央区大手前１丁目５番63号　大阪合同庁舎第３号館　電話番号06-6941-5331（代表）



【広島国税局】

酒 類 指 導 官
設 置 税 務 署

担当税務署 郵便番号 所在地 電話番号

鳥取 米子、倉吉 680-8541 鳥取市富安２丁目89番地４　鳥取第一地方合同庁舎 0857-22-2141

松江
浜田、出雲、益田、
石見大田、大東、西郷

690-8505 松江市向島町134番10　松江地方合同庁舎 0852-21-7711

岡山東
岡山西、西大寺、瀬戸、児島、
倉敷、玉島、津山、玉野、
笠岡、高梁、新見、久世

700-8655 岡山市北区天神町３番23号 086-225-3141

広島東
広島南、広島西、広島北、
三原、尾道、福山、府中、
三次、庄原、廿日市、吉田

730-0012 広島市中区上八丁堀３番19号 082-227-1155

西条 呉、竹原、海田 739-8615 東広島市西条昭和町16番８号 082-422-2191

山口
下関、宇部、萩、徳山、
防府、岩国、光、長門、
柳井、厚狭

753-8509 山口市中河原町６番16号　山口地方合同庁舎２号館 083-922-1340

【高松国税局】

酒 類 指 導 官
設 置 税 務 署

担当税務署 郵便番号 所在地 電話番号

徳島
鳴門、阿南、川島、脇町、
池田

770-0847 徳島市幸町３丁目54番地 088-622-4131

高松
丸亀、坂出、観音寺、長尾、
土庄

760-0018 高松市天神前２番10号　高松国税総合庁舎 087-861-4121

松山
今治、宇和島、八幡浜、
新居浜、伊予西条、大洲、
伊予三島

790-0808 松山市若草町４番地３　松山若草合同庁舎 089-941-9121

高知
安芸、南国、須崎、中村、
伊野

780-0870 高知市本町５丁目６番15号 088-822-1123

【福岡国税局】

酒 類 指 導 官
設 置 税 務 署

担当税務署 郵便番号 所在地 電話番号

小倉 門司、若松、八幡、行橋 803-8602 北九州市小倉北区大手町13番17号 093-583-1331

博多
香椎、福岡、西福岡、直方、
飯塚、田川、筑紫、壱岐、
厳原

812-8706 福岡市東区馬出１丁目８番１号 092-641-8131

久留米 大牟田、甘木、八女、大川 830-8688 久留米市諏訪野町2401の10 0942-32-4461

佐賀 唐津、鳥栖、伊万里、武雄 840-8611 佐賀市駅前中央３丁目３番20号　佐賀第二合同庁舎 0952-32-7511

長崎
佐世保、島原、諫早、福江、
平戸

850-8678 長崎市松が枝町６番26号 095-822-4231

【熊本国税局】

酒 類 指 導 官
設 置 税 務 署

担当税務署 郵便番号 所在地 電話番号

熊本西
熊本東、八代、人吉、玉名、
天草、山鹿、菊池、宇土、
阿蘇

860-8624 熊本市二の丸１番４号 096-355-1181

大分
別府、中津、日田、佐伯、
臼杵、竹田、宇佐、三重

870-8616 大分市中島西１丁目１番32号 097-532-4171

宮崎
都城、延岡、日南、小林、
高鍋

880-8666 宮崎市広島１丁目10番１号 0985-29-2151

鹿児島
川内、鹿屋、出水、指宿、
種子島、知覧、伊集院、
加治木、大隅

890-8691 鹿児島市荒田１丁目24番４号 099-255-8111

大島 　－ 894-8677 奄美市名瀬長浜町１番１号　名瀬地方合同庁舎 0997-52-4321

【沖縄国税事務所】

酒 類 指 導 官
設 置 税 務 署

担当税務署 郵便番号 所在地 電話番号

那覇
宮古島、石垣、北那覇、
名護、沖縄

900-8543 那覇市旭町９番地　沖縄国税総合庁舎 098-867-3101

〒860-8603　熊本市二の丸１番２号　熊本合同庁舎１号館　電話番号096-354-6171（代表）

〒900-8554　那覇市旭町９番地　沖縄国税総合庁舎　電話番号098-867-3601（代表）

〒730-8521　広島市中区上八丁堀６番30号　広島合同庁舎１号館　電話番号082-221-9211（代表）

〒760-0018　高松市天神前２番10号　高松国税総合庁舎　電話番号087-831-3111（代表）

〒812-8547　福岡市博多区博多駅東２丁目11番１号　福岡合同庁舎　電話番号092-411-0031（代表）
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○ 酒類販売業者の方が利用できる主な手続き 

・ 酒類の販売数量の報告 

・ 未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等の報告 

・ 酒類の蔵置所設置（廃止）の報告 など 

○ 酒類製造業者の方が利用できる主な手続き 

・ 酒税の納税申告及び納付 

・ 酒類の製成及び移出の数量等の申告 

・ 酒類の移出数量明細の提出 

・ 酒類等の亡失・腐敗の届出 など 

 

申告も納税も、e-Tax で。 

e-Tax（国税電子申告・納税システム）を利用するには、 

事前に開始届出書の提出、電子証明書の取得などが必要です。 

イータ君 

源泉所得税の毎月納付分、 
消費税の中間申告・納付など、 
ご利用機会の多い手続は特に便利！

e-Tax でらくらく送信 

申請・届出

所得税、法人税 
消費税、酒税、印紙税

全税目

納税 

インターネット 

自宅やオフィス 
税理士事務所などから

申告 

酒税の申告 

酒税の納税申告書など

提出できます。 

e-Tax で利用できる酒税関係の手続 

酒税の申請 

酒税に関する申請・届

出を提出できます。 

酒税の納付 

酒税の納付ができま

す。 
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